
松山市建設工事等競争入札参加者の等級及び選定基準に関する要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は，松山市競争入札参加者資格審査等に関する要綱（平成１８年要綱第

９８号）第３条及び第６条の規定に基づき，市の契約に係る競争入札参加者に必要な等

級及び松山市契約規則（平成２０年規則第１１号）第２３条の規定に基づく指名の基準

について，必要な事項を定めるものとする。 

 （契約の種類） 

第２条 この要領の規定は，次に掲げる契約について適用する。 

 (1) 建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定する建設工

事をいう。） 

 (2) 建設工事の設計,測量又は地質調査その他建設工事に関する調査等（以下「建設工事

に係る委託業務」という。） 

 （等級の決定） 

第３条 市長は，競争入札参加者の等級について，別記第１に掲げる事項につき，審査し

格付けを行うものとする。ただし，建設工事に係る委託業務については，関係法令等に

基づき登録を受けた者とする。 

 （選定基準） 

第４条 市長は，建設工事及び建設工事に係る委託業務を競争入札に付そうとするときは，

別記第２の等級の区分及び別記第３に定める指名の運用基準に応じ，松山市内に本店又

は本社を有する者から優先的に競争入札参加者を選定するものとする。 

２ 市長は，前項の規定にかかわらず建設工事については，経験が豊富であり，工事成績

が良好で信用度が高いと認められる者にあっては直近下位の者を，又は当該建設工事が特

殊機械若しくは特殊技術を必要とし，かつ，過去における工事成績が優秀な者にあっては

下位２等級の者について指名することができる。 

３ 前項の規定において，指名する者の数は，当該建設工事の指名業者数の２分の１（端

数を生じたときは，その端数を切り捨てる。）を超えることができない。 

４ 有資格者名簿に新規登録された者，又は，申請年度の前年度の登録をしておらず，再

度，登録された者については，事業所実態調査実施要領に基づく事業所実態調査の対象

期間として，資格の有効期間の初日から１年間は，原則，指名しないものとする。 

５ 同一の建設工事及び建設工事に係る委託業務において，資本関係又は人的関係がある

者，夫婦，親子及び兄弟姉妹の関係にある者は指名しないものとする。ただし，選定後

において当該事実が判明した場合は，この限りでない。 

６ 次に掲げる場合は，第１項から前項までの規定は，適用しない。 

 (1) 災害，その他の理由により急を要する場合 

 (2) その他市長が特に認める場合 

 （共同企業体発注基準） 

第５条 特定建設工事共同企業体に発注する建設工事の基準は，別に定める。 

 （準用） 

第６条 この要領は，随意契約の相手方の等級及び選定について準用する。 

 （その他） 

第７条  この要領に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

 

 付 則 

この要領は，平成１９年３月１日から施行する。 



 付 則 

この要領は，平成２０年４月１日から施行する。 

付 則 

この要領は，平成２１年３月１日から施行する。 

付 則 

この要領は，平成２２年４月１日から施行する。 

付 則 

この要領は，平成２３年４月１日から施行する。 

付 則 

この要領は，平成２５年３月１日から施行する。 

付 則 

この要領は，平成２７年３月１日から施行する。 

付 則 

この要領は，平成２７年４月１日から施行する。 

付 則 

この要領は，平成２７年５月１日から施行する。 

付 則 

この要領は，平成２８年４月１日から施行する。 

付 則 

この要領は，平成２９年３月１日から施行する。 

付 則 

この要領は，平成２９年４月１日から施行する。 

付 則 

この要領は，令和２年８月１日から施行する。 

付 則 

この要領は，令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

この要領は，令和４年４月１日から施行する。 

付 則 

この要領は，令和５年３月１日から施行する。 

 

 

別記第１ 

 

１ 客観点数：客観的審査（項目及び基準） 

（１）建設工事 

建設業法第２７条の２３第３項の規定により，経営事項審査の項目及び基準を

定める件（平成６年６月建設省告示第１４６１号）により定められた審査の項

目及び基準により行う。 

（２）建設工事に係る委託業務 

関係法令等に基づき登録を受けた者について行う。 

①ア．測量業務 

イ．建築関係建設コンサルタント業務 

ウ．土木関係建設コンサルタント業務 

エ．地質調査業務 



オ．補償関係コンサルタント業務 

②上記の業務以外は算定しない。 

 

次表の審査項目ごとの点数から次式により算定する。 

客観的審査点数＝３×（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋５×（Ｄ）＋（Ｅ） 

 

（Ａ）年間平均実績高の点数  

業種に係る直前２箇年平均実績高に応じた点数とする。 

 

年間平均実績高 点  数 

３億円以上 ３０点 

２億円以上       ３億円未満 ２５点 

１億円以上       ２億円未満 ２０点 

３千万円以上     １億円未満 １５点 

３千万円未満 １０点 

 

（Ｂ）自己資本額の点数 

下記式で得た自己資本額数値に応じた点数とする。 

自己資本額÷コンサル全体の年間平均実績高×１００ 

 

自己資本額数値 点  数 

１０以上 ３０点 

５以上     １０未満 ２０点 

５未満 １０点 

 

（Ｃ）流動比率の点数 

下記式で得た流動比率に応じた点数とする。 

流動資産÷流動負債×１００ 

 

流 動 比 率 点  数 

１００％以上 ３０点 

  ８５％以上    １００％未満 ２５点 

  ７５％以上      ８５％未満 ２０点 

  ６０％以上      ７５％未満 １５点 

                  ６０％未満 １０点 

 

（Ｄ）技術職員（有資格者）数の点数 

技術職員（有資格者）の数に応じて算出した数値に応じた点数とする。 

 

有資格者所持者数の合計数値 点  数 

    ５５以上 ３０点 

    ３５以上      ５５未満 ２５点 

    ２０以上      ３５未満 ２０点 

    １０以上      ２０未満 １５点 

      １以上    １０未満 １０点 

                 ０   ０点 



技術職員（有資格者）数の点数 

区 分 
有  資  格  者 

有資格者１人につき５点 有資格者１人につき２点 

測量業務 

①測量法（昭和２４年法律第１８８

号）による測量士の登録を受けてい

る者 

①測量法による測量士補の登録を受

けている者（測量士の登録を受けてい

るものを除く。） 

建築関係建設コ

ンサルタント業

務 

①建築士法（昭和２５年法律第２０

２号）による１級建築士の免許を受

けている者 

②建築士法施行規則（昭和２５年建

設省告示第３８号）による建築設備

士登録を受けている者 

③建築士法（昭和２５年法律第２０

２号）による構造設計１級建築士証

の交付を受けている者 

④建築士法（昭和２５年法律第２０

２号）による設備設計１級建築士証

の交付を受けている者 

①建築士法による２級建築士の免許

を受けている者（１級建築士の免許を

受けている者を除く。） 

②公益社団法人日本建築積算協会の

行う建築積算士に合格し登録を受け

ている者 

土木関係建設コ

ンサルタント業

務 

技術士法（昭和５８年法律第２５

号）による第２次試験のうち，次の

技術部門に合格し，同法による登録

を受けている者①機械部門（選択科

目を機械設計，流体工学，交通・物

流機械及び建設機械とするものに

限る。）②電気電子部門③建設部門

④農業部門（選択科目を農業土木と

するものに限る。）⑤森林部門（選

択科目を森林土木とするものに限

る。）⑥水産部門（選択科目を水産

土木とするものに限る。）⑦情報工

学部門⑧応用理学部門（選択科目を

地質とするものに限る。）⑨上下水

道部門（選択科目を上水道及び工業

用水道，下水道とするものに限る。）

⑩総合技術監理部門（選択科目を上

記各部門の選択科目（電気電子部

門，建設部門，情報工学部門にあっ

てはそれぞれいずれかの選択科目）

とするものに限る。） 

①建設業法（昭和２４年法律第１００

号。）による技術検定のうち検定種目

を１級の土木施工管理とするものに

合格した者 

②計量法（平成４年法律第５１号）に

よる計量士（環境計量士（濃度関係）

及び環境計量士（騒音・振動関係）に

限る。）の登録を受けている者 

③電気事業法（昭和３９年法律第１７

０号）による第１種電気主任技術者免

状の交付を受けている者 

④電気通信事業法（昭和５９年法律第

８６号）による第１種伝送交換主任技

術者資格者証の交付を受けている者

及び線路主任技術者資格者証の交付

を受けている者 

⑤一般社団法人建設コンサルタンツ

協会の行うＲＣＣＭ（シビルコンサル

ティングマネージャー）資格試験に合

格し，登録を受けている者 

地質調査業務 

技術士法による第２次試験のうち

次の技術部門に合格し，同法による

登録を受けている者 

①建設部門（選択科目を土質及び基

礎とするものに限る。） 

②応用理学部門（選択科目を地質と

するものに限る。） 

③総合技術監理部門（選択科目を上

記各部門の選択科目とするものに

限る。） 

①一般社団法人全国地質調査業協会

連合会の行う地質調査技士資格検定

試験に合格し登録を受けている者 

補償関係コンサ  ①不動産の鑑定評価に関する法律（昭



ルタント業務 和３８年法律第１５２号）による不動

産鑑定士の登録を受けている者 

②土地家屋調査士法（昭和２５年法律

第２２８号）による土地家屋調査士の

登録を受けている者 

③司法書士法（昭和２５年法律第１９

７号）による司法書士の登録を受けて

いる者 

④一般社団法人日本補償コンサルタ

ント協会の付与する補償業務管理士

の資格を有し登録を受けている者 

表の有資格者の欄の左側に掲げる者の数に５を，同表の有資格者欄の右側に掲げる者の数

に２を乗じて得た数値を合計した数値に応じた点数を付与する。 

 

上表の資格名列挙表 

区  分 ５点 ２点 

測量業務 測量士 測量士補 

建築関係建設

コンサルタン

ト業務 

１級建築士 

建築設備士 

構造設計１級建築士 

設備設計１級建築士 

２級建築士 

建築積算士 

土木関係建設

コンサルタン

ト業務 

＜技術士のうち＞ 

機械部門－機械設計，流体工学 

          交通，物流機械及び建設機械 

電気電子部門 

建設部門 

農業部門－農業土木 

森林部門－森林土木 

水産部門－水産土木 

情報工学部門 

応用理学部門－地質 

上下水道部門－上水道及び工業用水道 

            下水道 

総合技術監理部門 

（上記の各選択科目） 

１級土木施工管理技士 

環境計量士－濃度関係 

            騒音・振動関係 

第１種電気主任技術者 

第１種伝送交換主任技術者 

線路主任技術者 

ＲＣＣＭ（シビルコンサルティ

ングマネージャー） 

地質調査業務 

＜技術士のうち＞ 

建設部門－土質及び基礎 

応用理学部門－地質 

総合技術監理部門 

（上記の各選択科目） 

地質調査技士 

補償関係コン

サルタント業

務 

 不動産鑑定士 

土地家屋調査士 

司法書士 

補償業務管理士 

 

（Ｅ）営業年数の点数 

営業年数に応じた点数とする。 

営 業 年 数 点  数 

 ３５年以上 ３０点 



 ２５年以上      ３５年未満 ２５点 

 １５年以上      ２５年未満 ２０点 

   ５年以上      １５年未満 １５点 

                   ５年未満 １０点 

２ 主観点数：主観的審査（項目及び基準） 

（１）建設工事 

①工事成績評定点 

過年度において本市（本市公営企業局を含む。以下同じ。）と契約し，完成した

建設工事の工事成績評定点により行う。原則として過去２年度の工事成績評定

点の平均点数（小数点以下切捨て）に基づき点数を加える。 

 

工事成績評定点の平均点 点数 

８５点以上 ６０点 

８０点以上～８５点未満 ４０点 

７５点以上～８０点未満 ２０点 

７０点以上～７５点未満 １０点 

６０点以上～７０点未満 ±０点 

５５点以上～６０点未満 －２０点 

５５点未満 －４０点 

 

②ＩＳＯ等取得状況（松山市内に本店又は本社を有する者） 

ＩＳＯ認証は，公益財団法人日本適合性認定協会（ＪＡＢ）又はＪＡＢと相互

認証している認定機関に認定されている審査実施機関が認証したＩＳＯ９００

０ｓ及びＩＳＯ１４０００ｓであり，取得要件の対象範囲が建設業に関するも

のをいう。 

ア．ＩＳＯ９０００ｓの認証を取得した者に対しては，申請した全業種に１０

点を加える。 

イ．ＩＳＯ１４０００ｓ認証を取得した者に対しては，申請した全業種に５点

を加える。 

ウ．エコアクション２１を取得した者に対しては、申請した全業種に３点を加

える。ただし、ＩＳＯ１４０００ｓ認証とエコアクション２１の両方を取

得している場合は、ＩＳＯ１４０００ｓ認証に対してのみ加点する。 

 

 

③ＣＰＤ等の学習単位取得状況（松山市内に本店又は本社を有する者） 

一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会（土木一式工事に点数を加える。）

及び建築ＣＰＤ運営会議（建築一式工事に点数を加える）の継続学習制度等（Ｃ

ＰＤ等）における企業ごとの学習単位数により行う。原則として，審査基準日

から過去５年間における学習単位数に基づき点数を加える。 

 

単位数 UNIT 点数 

１５０UNIT以上 １０点 

１２０UNIT以上  ～ １５０UNIT未満 ８点 

９０UNIT以上  ～ １２０UNIT未満 ６点 

６０UNIT以上  ～  ９０UNIT未満 ４点 

３０UNIT以上  ～  ６０UNIT未満 ２点 



④障害者雇用の状況（松山市内に本店又は本社を有する者） 

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）に基づく雇

用義務のある者で法定雇用率を達成している場合又は，雇用義務の無い者で障

害者を雇用している場合は，申請した全業種に１０点を加える。 

 

⑤労働福祉（松山市内に本店又は本社を有する者） 

育児休業、介護 休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 

（平成３年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。）に規定する育児・

介護休業制度を就業規則で定めている場合、申請した全業種に１０点を加える。

また、次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」

という。）に基づく一般事業主行動計画を策定している場合、申請した全業種に

１０点を加える。 

 

    ⑥協力雇用主の登録状況（松山市内に本店又は本社を有する者） 

     協力雇用主（再犯の防止等の推進に関する法律（平成２８年法律第１０４号） 

第１４条に定める協力雇用主をいう。）として，保護観察所に登録している場合

は，申請した全業種に１０点を加える。 

 

    ⑦入札参加資格停止状況 

     審査基準日から過去２年間において，松山市建設工事等請負業者入札参加資格

停止措置要綱（平成１７年要綱第４６号）に基づく入札参加資格停止を受けた

者について，下記の基準により，申請した全業種に対して点数を減ずる。 

 

入札参加資格停止期間 点数 

１２ヶ月以上 －２０点 

６ヶ月以上～１２ヶ月未満 －１５点 

３ヶ月以上～ ６ヶ月未満 －１０点 

３ヶ月未満 －５点 

 

（２）建設工事に係る委託業務 

①委託成績評定点 

過年度において本市と契約し，完成した建設工事に係る委託業務の委託成績評

定点により行う。原則として過去２年度の委託成績評定点の平均点数（小数点

以下切捨て）に基づき点数を加える。 

 

委託成績評定点の平均点 点数 

８５点以上  ２０点 

８０点以上～８５点未満  １５点 

７５点以上～８０点未満  １０点 

７０点以上～７５点未満   ５点 

６０点以上～７０点未満   ０点 

５５点以上～６０点未満  －５点 

５５点未満 －１０点 

 

②障害者雇用の状況（松山市内に本店又は本社を有する者） 



障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）に基づく雇

用義務のある者で法定雇用率を達成している場合又は，雇用義務の無い者で障

害者を雇用している場合は，申請した全業種に１０点を加える。 

 

③労働福祉（松山市内に本店又は本社を有する者） 

育児・介護休業法に規定する育児・介護休業制度を就業規則で定めている場合、

申請した全業種に１０点を加える。また、次世代法に基づく一般事業主行動計

画を策定している場合、申請した全業種に１０点を加える。 

     

④協力雇用主の登録状況（松山市内に本店又は本社を有する者） 

     協力雇用主（再犯の防止等の推進に関する法律（平成２８年法律第１０４号） 

第１４条に定める協力雇用主をいう。）として，保護観察所に登録している場合

は，申請した全業種に１０点を加える。 

 

    ⑤入札参加資格停止状況 

     審査基準日から過去２年間において，松山市建設工事等請負業者入札参加資格

停止措置要綱（平成１７年要綱第４６号）に基づく入札参加資格停止を受けた

者について，下記の基準により，申請した全業種に対して点数を減ずる。 

 

入札参加資格停止期間 点数 

１２ヶ月以上 －１２点 

６ヶ月以上～１２ヶ月未満 －９点 

３ヶ月以上～ ６ヶ月未満 －６点 

３ヶ月未満 －３点 



別記第２ 

    

 （１）建設工事 

 

区分 

 

種別 

 

等級 

 

決定数値 

工事１件ごとの 

設計金額 

土木 

Ａ ７５０点以上 全工事 

Ｂ ６１０点～７４９点 ６０００万円未満 

Ｃ ５２０点～６０９点 ３０００万円未満 

Ｄ ５２０点未満 １０００万円未満 

建築 

Ａ ７５０点以上 全工事 

Ｂ ６６０点～７４９点 ６０００万円未満 

Ｃ ５４０点～６５９点 ３０００万円未満 

Ｄ ５４０点未満 １５００万円未満 

電気 

Ａ ７３０点以上 全工事 

Ｂ ６２０点～７２９点 ３０００万円未満 

Ｃ ５４０点～６１９点 １５００万円未満 

Ｄ ５４０点未満 ５００万円未満 

管 

Ａ ７３０点以上 全工事 

Ｂ ６３０点～７２９点 ３０００万円未満 

Ｃ ５３０点～６２９点 １５００万円未満 

Ｄ ５３０点未満 ５００万円未満 

舗装 

Ａ ７３０点以上 全工事 

Ｂ ６１０点～７２９点 ５０００万円未満 

Ｃ ５２０点～６０９点 ２５００万円未満 

Ｄ ５２０点未満 １０００万円未満 

水道施設 

Ａ ７００点以上 全工事 

Ｂ ６００点～６９９点 ４０００万円未満 

Ｃ ５２０点～５９９点 ２０００万円未満 

Ｄ ５２０点未満 １０００万円未満 

その他専門工事 

Ａ ７００点以上 全工事 

Ｂ ６００点～６９９点 ３０００万円未満 

Ｃ ５２０点～５９９点 １５００万円未満 

Ｄ ５２０点未満 ５００万円未満 



（２）建設工事に係る委託業務  

 

区分  

 

種別  

      等級            決定数値  

 

 

 

     測量業務  

Ａ  ２４０点以上 

Ｂ  １９０点～２３９点 

Ｃ  １６０点～１８９点 

Ｄ  １６０点未満 

 

 

 

建築関係建設コンサ

ルタント業務 

Ａ  ２３０点以上 

Ｂ  １８０点～２２９点 

Ｃ  １６０点～１７９点 

Ｄ  １６０点未満 

 

 

 

土木関係建設コンサ

ルタント業務 

Ａ  ２５０点以上 

Ｂ  ２００点～２４９点 

Ｃ  １７０点～１９９点 

Ｄ  １７０点未満 

 

 

 

 

   地質調査業務  

Ａ  ２１０点以上 

Ｂ  １８０点～２０９点 

Ｃ  １５０点～１７９点 

Ｄ  １５０点未満 

補償関係コンサルタ

ント業務 

Ａ  ２００点以上 

Ｂ  １７０点～１９９点 

Ｃ  １５０点～１６９点 

Ｄ  １５０点未満 



別記第３ 

 

指名の運用基準 

 

 

 不誠実な行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の事項に該当する者は，指名しない。 

 

 (1)松山市建設工事等請負業者入札参加資格停止措置要綱に

基づく入札参加資格停止期間中である者 

 (2) 本市発注建設工事の完成検査及び建設工事に係る委託

業務の完了検査において，６０点未満の成績評定点の通知

を受けた者で，その通知を受けた日から起算して２月を経

過していない者。ただし，繰り返し６０点未満の成績評定

点の通知を受けた場合は，１２月以内で市長が定める期間

を経過していない者 

(3)事業所実態調査実施要領に基づく改善指導を受けた者の

うち，改善措置が適正でないと判断される者 

 (4)契約書に基づく関係者に関する措置請求に請負者が継続

して従わないこと等契約の履行が不誠実である者  

 (5)一括下請，下請代金の支払遅延，特定資材等の購入強制

等について関係行政機関等からの情報により請負者の下請

契約関係が継続して不適切であることが明確である者  

 (6)警察当局から市長に対し，松山市暴力団排除条例（平成

２２年条例第３２号）第２条第３号に規定する暴力団員等

又は当該暴力団員等でなくなった日から５年を経過しない

者が実質的に経営を支配する請負者又はこれに準ずるもの

として，公共工事からの排除要請があり，当該状態が継続

している場合等で，明らかに請負者として不適当であると

認められる者 

 (7)その他市長が，請負者として不適当であると認めた者  

 

  経営状態 

 

 

 安全管理の状況 

 

 

 

 手形交換所による取引停止処分，主要取引先からの取引停止

等の事実があり，経営状況が著しく不健全である者  

 

 本市と締結した契約の履行に当たり安全管理の改善に関し，

労働基準監督署等からの指導があり，これに対する改善を行わ

ない状態が継続して，明らかに請負者として不適当であると認

められる者 

 

 労働福祉の状況 

 

 

 

 賃金不払の状況が継続しており，明らかに請負者として不適

当であると認められる者  

 

 

  

 

 

  工事成績 

 

次の事項に該当する場合は，指名に当たって勘案する。 

 

 工事成績等が優良である者  

  



当該建設工事に対

する施工体制等 

 

手持ち工事の状況 

 工種及び工事規模並びに施工地域等に応じて，当該建設工事

を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できる者  

 

 工事の手持ち状況からみて当該建設工事を施工する能力が

ある者  

 

当該建設工事につ

いての技術的適正 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全管理の状況 

 

 

 

 

労働福祉の状況 

 (1)当該建設工事と同種工事について相当の施工実績がある

者 

 (2)当該建設工事の施工に必要な施工管理，品質管理等の技

術的水準と同程度と認められる施工実績がある者 

 (3)地形，地質等自然的条件，周辺環境条件等当該建設工事

の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績がある

者 

 (4)工事種別に応じ，当該建設工事を施工するに足りる有資

格技術者が確保できる者 

 

 (1)安全管理の状況が優良である者 

 (2)本市発注建設工事について，過去２年間に死亡者の発生

及び休養８日以上の負傷者の発生がないこと。また，その

他安全管理について，成績が特に優良である者 

 

 本市発注建設工事について，建設業退職金共済組合又は中小 

企業退職金共済事業団と退職金共済契約の締結，又は証紙購入 

若しくは貼付がなされている者  

＊建設工事に係る委託業務も同様の取扱いとする。  

 


